
JP 4540514 B2 2010.9.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板となるウェハー上に、ｎ型またはｐ型の化合物半導体からなる発光層を含む化合物
半導体層を積層し、該発光層に駆動電流を流通させるための負極および正極が所定の位置
に配置し、個々の発光素子に分離するための分離帯域を形成し、該基板となるウェハー内
部に焦点位置を設定したレーザー光を、該基板の該分離帯域に沿って直線状に走査しつつ
間歇的に照射し、その後、該分離帯域に沿って個々の発光素子に分割することにより、発
光素子の基板側面に、平面形状で波浪型にうねった辺方向に周期的な凹凸を形成すること
を特徴とする化合物半導体発光素子の製造方法。
【請求項２】
　レーザー光を間歇的に照射する際の間隔を４μｍ以上４０μｍ以下とすることを特徴と
する請求項１に記載の化合物半導体発光素子の製造方法。
【請求項３】
　レーザー光の焦点位置の深さを、基板厚さの１／１０～３／４とすることを特徴とする
請求項１または２のいずれかに記載の化合物半導体発光素子の製造方法。
【請求項４】
　レーザー光を、該基板の該分離帯域に沿って直線上に走査しつつ間歇的に照射した後、
レーザーにより該基板の該分離帯域に沿ってスクライブラインをさらに設けることを特徴
とする請求項１～３のいずれか一項に記載の化合物半導体発光素子の製造方法。
【請求項５】
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　レーザー光を、基板背面から照射することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に
記載の化合物半導体発光素子の製造方法。
【請求項６】
　基板がサファイアからなることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の化合
物半導体発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化合物半導体発光素子およびその製造方法に関する。特に、発光の外部取り
出し効率を向上させた側面を有する化合物半導体発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、化合物半導体発光素子の一例としてｐｎ接合型の発光ダイオード（ＬＥＤ）
が周知である（例えば、非特許文献１参照）。例えば、導電性のリン化ガリウム（ＧａＰ
）単結晶を基板上にエピタキシャル成長させたＧａＰ層を発光層として利用したＧａＰ系
ＬＥＤが知られている（前出の非特許文献１参照）。また、砒化アルミニウム・ガリウム
混晶（組成式ＡｌXＧａYＡｓ：０≦Ｘ，Ｙ≦１でＸ＋Ｙ＝１）やリン化アルミニウム・ガ
リウム・インジウム混晶（組成式ＡｌXＧａYＩｎZＰ：０≦Ｘ，Ｙ，Ｚ≦１でＸ＋Ｙ＋Ｚ
＝１）を発光層とする、赤色帯、橙黄色帯から緑色帯ＬＥＤがある（前出の非特許文献１
参照））。また、窒化ガリウム・インジウム（組成式ＧａαＩｎβＮ：０≦α，β≦１、
α＋β＝１）等のIII 族窒化物半導体層を発光層とする、近紫外帯、青色帯または緑色帯
の短波長ＬＥＤが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記のＡｌXＧａYＩｎZＰ系ＬＥＤでは、導電性のｐ型またはｎ型の砒化ガリウム（Ｇ
ａＡｓ）単結晶を基板として、その上に導電性のｎ型またはｐ型の発光層が形成される。
また、青色ＬＥＤでは、電気絶縁性のサファイア（α－Ａｌ2Ｏ3単結晶）等の単結晶が基
板として利用されている（前出の特許文献１参照）。また、短波長ＬＥＤには、立方晶（
３Ｃ結晶型）或いは六方晶（４Ｈまたは６Ｈ結晶型）の炭化珪素（ＳｉＣ）も基板として
利用されている。
【０００４】
　これらの基板上に形成した発光層等を備えた半導体積層構造体が複数個形成されたウェ
ハーから個別の化合物半導体発光素子を分離するには通常、次の手法に依っている。（１
）先ず、基板となるウェハーの表面に、ＬＥＤを構成するために必要なエピタキシャル成
長層を形成してＬＥＤ用途の半導体積層構造体を形成する。（２）次に、負極および正極
を配置する。（３）併せて、個別の素子へと分離する際に利用する分離帯域と称される直
線上で筋状の凹溝孔を、素子が形成されている表面側に設け、その分離帯域に沿ってスク
ライブラインまたは裁断ラインを設ける。裁断ラインは負極および正極を形成する以前に
設けられる場合もあるが、スクライブ或いは裁断ラインを設けた時点では、化合物半導体
発光素子は、基板となるウェハーの表面上に、規則的に連続的に配列されて形成されてい
る状況に未だ、留まっている。
【０００５】
　（４）個別の素子へ裁断するために、回転するダイヤモンド研削刃等の切削器具を、上
記の分離帯域の凹溝孔の内部で直線的に水平に走行させて、分離すべき領域をなす物質を
切削、除去する。次に、（５）この切削で、より深さを増した凹溝孔に外部から機械的圧
力を加える。そうして、深溝部の機械的な強度の弱さを利用して裁断し、個別素子へと分
離する。凹溝部の深さを増す様な切削を施さずとも、スクライブラインに連続的に或いは
間欠的に機械的衝撃を加えて、基板結晶またはエピタキシャル成長層の劈開性を利用して
、個別の素子へと分離する方法手法もある。劈開性を利用して個別の素子に分離する場合
、スクライブラインは基板結晶または成長層の劈開方向、例えば、イオン結合性の強いＧ
ａＡｓ等の閃亜鉛鉱型結晶にあっては＜１１０＞方向に平行に設けるのが常套手段である
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。
【０００６】
　裁断面、或いはスクライブに依って露出させた劈開面を側面とするＬＥＤにあって、側
面の表面積を増加させる技術手段は、外部への発光の取り出し効率を増加させるに優位と
なる。この技術を外部取り出し効率に優れる化合物半導体発光素子へ利用すれば、同じ消
費電力において、より高い輝度のランプを構成するに貢献できる。ところが、一辺の長さ
を２００μｍから４５０μｍとする略正方形のＬＥＤでは、裁断ライン或いはスクライブ
ラインを設ける分離帯域の幅（横幅）は、精々、２０μｍから５０μｍであるのが一般的
である。分離帯域は発光に寄与しない領域である。その領域が広大であれば、基板ウェハ
ーにおいて、発光素子の形成を可能とする領域自体が減少し、製造コストの上昇を招いて
しまう。
【０００７】
　この様に、分離帯域の幅（横幅）は、切削器具の刃先がようやく直線状に走行できる程
度の狭いものである。従って、例えば、切削器具の刃先を、この様な狭い幅の領域で刃先
を縦横に振り向けて、ライン内を走行させることができない。無理に縦横に走行させると
、切削器具の刃先がラインの分離帯域からはみ出し、発光層や電極を欠落または損傷させ
る機会を増やし、不良品をもたらすのみとなる。従って、例えば、平面形状でジグザグ状
の切断面を有する表面積の大きな側面を得ることは困難であった。
【０００８】
　スクライブ手法に依って劈開に依り、個別の素子に分割する場合も同じである。例えば
、平面形状で波状或いはジグザグ状の切断された、表面積を大とする側面を形成するには
、劈開を引き起こすための機械的損傷を波状或いはジグザグ状に与える必要がある。しか
しながら、例え、波状に機械的損傷を与えられても、その損傷の方向に従わず、やはり劈
開性に自然に従って、劈開方向に直線的に分割されてしまう不都合があった。即ち、裁断
或いは劈開の何れに依っても、帰結される側面は、略平面であるのが従来例である。特に
、劈開法による側面は、レーザー光の共振面として利用できる程、良好な平滑性を有する
平坦な面である。従って、高い外部への発光の取り出し効率をもたらす表面積の大きな側
面を有するＬＥＤを製造することは困難であった。
【０００９】
　特開２００３－１１０１３６号公報は、発光素子の側面に凹凸を形成して光の取出し効
率を向上させる例であるが、サファイア基板上に積層された化合物半導体層の側面にエッ
チングで波形状の凹凸形成を行っている。しかしながら、サファイア基板上に積層された
化合物半導体層は非常に薄く、凹凸形成によって得られる表面積の増加量は非常に少ない
。
【００１０】
【特許文献１】特公昭５５－３８３４号公報
【特許文献２】特開２００３－１１０１３６号公報
【非特許文献１】寺本巌著、「半導体デバイス概論」、初版、（株）培風館発行、１９９
５年３月３０日、７章参照。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、発光の外部取り出し効率が向上した、表面積の大きな側面を備えた化
合物半導体発光素子、それを用いたランプ及びそのランプを用いた光源を提供することで
ある。また、本発明の別の目的は、表面積の大きい側面を形成する際に、切削器具を使用
せず、また、機械的損傷を敢えて付与することなく、簡便に形成するための技術手段を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、以下の発明を提供する。
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（１）基板上に発光層を備えた化合物半導体発光素子に於いて、素子側面の少なくとも基
板部の一部が辺方向に凹部を有することを特徴とする化合物半導体発光素子。
【００１３】
（２）素子側面の化合物半導体部の少なくとも一部がさらに辺方向に凹部を有することを
特徴とする上記１項に記載の発光素子。
【００１４】
（３）発光層がｎ型またはｐ型の化合物半導体からなり、ｐｎ接合型であることを特徴と
する上記１または２項に記載の発光素子。
【００１５】
（４）基板がサファイア、ＳｉＣおよびＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体単結晶からなる群から
選ばれることを特徴とする上記１～３項のいずれか一項に記載の発光素子。
【００１６】
（５）凹部が４～４０μｍの間隔で存在することを特徴とする上記１～４項のいずれか一
項に記載の発光素子。
【００１７】
（６）凹部が深さ０．５～１０μｍであり、幅１～２０μｍであることを特徴とする上記
１～５項のいずれか一項に記載の発光素子。
【００１８】
（７）化合物半導体発光素子がフリップチップ型であることを特徴とする上記１～６項の
いずれか一項に記載の発光素子。
【００１９】
（８）基板となるウェハー上に、ｎ型またはｐ型の化合物半導体からなる発光層を含む化
合物半導体層を積層し、該発光層に駆動電流を流通させるための負極および正極を所定の
位置に配置し、個々の発光素子に分離するための分離帯域を形成し、該基板となるウェハ
ーに、該分離帯域に沿って直線状に多数の小孔を設け、その後、該分離帯域に沿って個々
の発光素子に分割することを特徴とする化合物半導体発光素子の製造方法。
【００２０】
（９）小孔をレーザー法によって形成することを特徴とする上記８項に記載の製造方法。
（１０）小孔の開口径が１～２０μｍであることを特徴とする上記８または９項に記載の
製造方法。
【００２１】
（１１）小孔の深さが基板厚さの１／１０～３／４であることを特徴とする上記８～１０
項のいずれか一項に記載の製造方法。
【００２２】
（１２）小孔の間隔が４～４０μｍであることを特徴とする上記８～１１項のいずれか一
項に記載の製造方法。
【００２３】
（１３）小孔を基板表面に積層された化合物半導体層側から形成することを特徴とする上
記８～１２項のいずれか一項に記載の製造方法。
【００２４】
（１４）小孔を基板背面から形成することを特徴とする上記８～１３項のいずれか一項に
記載の製造方法。
【００２５】
（１５）基板背面の小孔の深さが基板表面の小孔よりも深いことを特徴とする上記１４項
に記載の製造方法。
【００２６】
（１６）小孔が周期的に設けられていることを特徴とする上記８～１５項のいずれか一項
に記載の製造方法。
【００２７】
（１７）基板となるウェハー上に、ｎ型またはｐ型の化合物半導体からなる発光層を含む
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化合物半導体層を積層し、該発光層に駆動電流を流通させるための負極および正極を所定
の位置に配置し、個々の発光素子に分離するための分離帯域を形成し、該基板となるウェ
ハー内部に焦点位置を設定したレーザー光を、該基板の該分離帯域に沿って直線状に走査
しつつ間歇的に照射し、その後、該分離帯域に沿って個々の発光素子に分割することを特
徴とする化合物半導体発光素子の製造方法。
【００２８】
（１８）上記１～７項のいずれか一項に記載の化合物半導体発光素子を備えたことを特徴
とするランプ。
（１９）上記１８項に記載のランプを備えていることを特徴とする光源。
【発明の効果】
【００２９】
　分離帯域に対応して基板に小孔を設けて押し割ることにより、発光素子の側面が凹凸を
有する形状となって表面積が増加し、発光の外部取り出し効率が向上する。また、従来の
裁断ラインまたはスクライブラインに比較し、発熱領域が減少することにより、化合物半
導体の変質層が減少する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明における半導体積層構造体を形成するための基板材料としては、サファイア（α
－Ａｌ2Ｏ3単結晶）や酸化亜鉛（ＺｎＯ）或いは酸化ガリウム・リチウム（組成式ＬｉＧ
ａＯ2）等の酸化物単結晶材料がある。光学的に透明な上記の様な酸化物単結晶材料は、
フリップチップ型ＬＥＤの基板として有効に利用できる。他に、珪素（Ｓｉ）単結晶（シ
リコン）や立方晶或いは六方晶結晶型の炭化珪素（ＳｉＣ）等のＩＶ族半導体単結晶、リ
ン化ガリウム（ＧａＰ）や窒化ガリウム（ＧａＮ）等のＩＩＩ －Ｖ族化合物半導体単結
晶、更に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）やセレン化亜鉛（ＺｎＳｅ）等のＩＩ－ＶＩ族化合物半導
体単結晶材料を例示できる。
【００３１】
　半導体積層構造体を構成する化合物半導体層には、例えば、サファイア基板或いは炭化
珪素またはシリコン基板等上に設けられたＡｌXＧａYＩｎZＮ1-aＭa（０≦Ｘ≦１、０≦
Ｙ≦１、０≦Ｚ≦１で且つ、Ｘ＋Ｙ＋Ｚ＝１。記号Ｍは窒素とは別の第Ｖ族元素を表し、
０≦ａ＜１である。）等のIII 族窒化物半導体層がある。また、砒化ガリウム（ＧａＡｓ
）単結晶基板上に設けたＡｌXＧａYＡｓ（０≦Ｘ，Ｙ≦１、Ｘ＋Ｙ＝１）層やＡｌXＧａY

ＩｎZＰ（０≦Ｘ，Ｙ，Ｚ≦１，Ｘ＋Ｙ＋Ｚ＝１）層等がある。また、ＧａＰ基板上に設
けたＧａＰ層がある。これらの化合物半導体層は、目的とする機能に基づき、基板上に適
所に配置されているべきである。例えば、ダブルヘテロ（二重異種）接合構造の発光部を
構成するには、発光層の上下の両表面側にｎ型とｐ型の化合物半導体層を配置する。
【００３２】
　これらの化合物半導体の成長方法は特に限定されず、ＭＯＣＶＤ（有機金属化学気相成
長法）、ＨＶＰＥ（ハイドライド気相成長法）、ＭＢＥ（分子線エピタキシー法）、など
化合物半導体を成長させることが知られている全ての方法を適用できる。好ましい成長方
法としては、膜厚制御性、量産性の観点からＭＯＣＶＤ法である。
【００３３】
　本発明の云う素子側面とは、基板の側面、及び基板上にＬＥＤを構成するために設けら
れた各エピタキシャル成長層の側面、例えば、発光層の側面から構成されるものである。
平面形状が三角形のＬＥＤにあって、側面の数は３である。平面形状が正方形または長方
形のＬＥＤの側面数は４である。平面形状が六角形のＬＥＤの側面数は６である。
【００３４】
　本発明の化合物半導体発光素子は、素子側面の少なくとも基板部側面の一部が辺方向に
凹部を有することを特徴とする。これにより、側面の表面積が増加し、発光の外部取り出
し効率が向上する。本発明で「辺方向」とは、素子の平面形状を構成する辺の方向を意味
する。
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【００３５】
　素子側面基板部の辺方向における凹部は、個々の発光素子に分離するための分離帯域に
対応して基板に多数の小孔を設け、分離帯域に沿って押し割り、個々の発光素子に分割す
ることにより形成することができる。ここで小孔とは、基板を貫通している孔または貫通
していない穴（くぼみ）を意味する。
【００３６】
　図１は本発明の化合物半導体発光素子を製造するためのウェハーの平面を示す模式図で
ある。１が個々の発光素子であり、２が分離帯域であり、３が小孔である。分離帯域２に
沿って押し割ると、分離帯域の中心線４、即ち小孔の中心線４に沿って個々の発光素子に
分割される。
【００３７】
　図２（本発明の化合物半導体発光素子の平面図を示す模式図）および図３（図２の上辺
部の部分拡大図）に示す如く、分割された個々の発光素子の側面は小孔３のあった部分が
分離帯域の中心線４を基準とする凹部５を構成する。この凹部５が多数個連続して存在す
ると、個々の発光素子の側面は見かけ状、凹凸の面となる。凹凸の形状は小孔の形状、大
きさ、間隔を適宜選択することにより所望の形状とすることができる。即ち、図3に示し
た如く、凹部５の間隔は小孔３の間隔と、凹部５の幅は小孔３の直径と、凹部５の深さは
小孔３の直径の１／２とそれぞれ同一である。なお、これらの図において、１０は負極形
成面である。
【００３８】
　上記小孔は基板の表面（半導体積層側）および／または背面から設けることができる。
小孔は基板を貫通していてもよく、窪みの状態でもよい。表面から設ける場合は積層され
た半導体層の最上部より直接小孔を設けることができる。この場合、素子側面を構成する
半導体積層部も凹凸となり表面積が増加するので、発光の外部取り出し効率は一層向上す
る。特に、発光層を囲む周囲の側面に凹凸を有すると、他の半導体積層構造体構成層に吸
収されない高強度の発光を外部へ効率的に散乱させられるので有利である。また、分離帯
域の半導体層の一部または全てをエッチング等により除去した後、小孔を設けることもで
きる。
【００３９】
　小孔の形成はレーザー法、エッチング法および機械加工法等小孔形成手段として知られ
る如何なる方法によって形成してもよい。これらの中でも、加工精度および加工速度等の
面から、レーザー法が好ましい。以下に、レーザー法を例にとり本発明を詳細に説明する
が、本発明はレーザー法にのみ限定されるものではない。
【００４０】
　本発明に用いることができるレーザー加工機としては、半導体ウェハーに小孔を形成で
きるものであればどのようなタイプでも良い。具体的にはＣＯ2レーザー、ＹＡＧレーザ
ー、エキシマ・レーザーおよびパルスレーザーなどを用いることができる。なかでもパル
スレーザーが好ましい。
【００４１】
　レーザー光は、上記分離帯域において、通常中心線に沿って直線状に走査するが、間欠
的に照射する。レーザー光が照射された領域では、選択的にその領域に在る構成物、例え
ば、サファイアが加熱され、揮散することにより、水平断面を概ね円形とする小孔が形成
される。構成物を揮散させる、或いは、構成物を強度的に弱い材質へと変換するために照
射するレーザー光の波長は照射対象に依って、適宣、選択する。照射対象とは、レーザー
光を照射する目標物（対象）である。例えば、照射対象をシリコンとする場合、波長を１
．０６μｍとするネオジウムイオン（Ｎｄ3+）置換型ＹＡＧ（イットリウム・アルミニウ
ム・ガーネット）固体レーザー（例えば、久保宇市著、「医用レーザー入門」、昭和６０
年６月２５日、（株）オーム社発行、第１版第１刷、５０～５５頁参照）が適する。照射
対象がサファイアである場合、波長４００ｎｍ以下の高いエネルギー光が適する。
【００４２】
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　間欠的にレーザー光を照射する場合、照射された位置の距離的間隔が形成される小孔の
間隔（ピッチ）となる。換言すれば、小孔を設ける間隔は、レーザー光の走査方向で、レ
ーザー光を照射する距離的間隔を調整して制御する。レーザー光を照射させる位置を随時
、変化させれば、ピッチを異にする小孔を形成できる。しかし、本発明では、小孔を、一
直線上に等間隔（等ピッチ）で周期的に形成するのを最良とする。同型の小孔を等間隔で
設けることとすれば、概ね一定の形状の断面形状を有する素子側面を形成することが容易
となるからである。また、個別素子へ分離する際に、機械的圧力を均等に及ぼせるため、
概ね一定の側面の形状を発現しつつ、素子間の分離を容易ならしめるからである。
　パルスレーザーの場合、周波数および加工スピードによってピッチを調整できる。
【００４３】
　小孔を設ける間隔（ピッチ）は、素子側面の長さ（幅）の１／１００以上で１／１０以
下とするのが適する。例えば、側面の長さを４００μｍとする平面形状が正方形の化合物
半導体ＬＥＤでは、４μｍ以上で４０μｍ以下の間隔で小孔を設けるのが適する。正方形
のＬＥＤでは、一辺の長さが側面の長さとなる。この様なピッチで小孔を周期的に等間隔
で形成する際しては、±２μｍ以内の範囲で照射できる“位置決め”精度（アライメント
精度）機能を備えている照射装置を使用して、レーザー光を目標の位置に照射するのが好
ましい。
【００４４】
　開口部の断面形状を円形とする小孔を安定して形成するには、光学的収差の少ない光学
系を介して、レーザー光を対象に照射する必要がある。大きな非点収差或いはコマ収差等
を発生させる光学系を経由してレーザー光を照射すると、開口部を楕円形とする小孔が形
成されてしまう場合がある。長径の方向が不統一となっている場合、個別の素子に分離し
た場合、分離された一方の素子と他方の素子とで異なる形状の凹凸を有する側面が形成さ
れてしまう。これにより、側面の形状を同一とする化合物半導体発光素子を高い良品収率
で得られない不具合を生ずる。即ち、素子側面の形状が異なるために外部への発光の取り
出し効率を異にする化合物半導体発光素子が製造されることとなり、不都合となる。
【００４５】
　また、レーザー法では通常小孔の開口部は概ね円形になるが、例えば、エキシマレーザ
ーを用いれば、所望のスリット形状のマスクを通すことによって、円形以外にも長方形、
台形、或いは三角形の開口形状を形成させることができる。
【００４６】
　小孔の開口径（便宜上、半導体積層構造体をなす照射対象の表面での開口径を指す）は
、素子側面の長さに拘わらず、直径にして１μｍ以上で５０μｍ以下でするのが望ましい
。開口径が小さい小孔は、緻密な凹凸を有する素子側面を形成するに有利である。開口径
を２０μｍ～５０μｍとする比較的に大きな孔は、例えば、一辺を０．７５ｍｍ以上、特
に、１ｍｍ以上とする大型のＬＥＤを構成するに便利である。大型のＬＥＤの長い素子側
面を形成せんがために、例え、間欠的であれ、長距離に亘り、即ち長時間を掛けてレーザ
ー光を照射すると、照射対象の熱的な変性が促され、本来に発揮すべき機能が充分発揮出
来ない場合が多々生ずるからである。従って、大型のＬＥＤの形成を意図する場合は、開
口径の大きな小孔を、間隔（ピッチ）を大きくして設けるのが得策となる。
【００４７】
　一辺の長さが２００μｍ～４５０μｍの通常の大きさのＬＥＤでは、小孔の直径は１～
２０μｍが好ましく、５～１５μｍがさらに好ましい。
【００４８】
　円形の小孔の開口径（＝直径）は、照射するレーザー光のスポット径を変化させて調整
する。スポット径を大きくすれば、開口径の大きな小孔がもたらされる。また、照射対象
の鉛直位置を焦点位置より前後にずらせば、焦点位置で照射した場合よりも、開口径を大
とする小孔を形成できる。特に、ＧａＡｓやリン化インジウム（ＩｎＰ）或いはＧａＮ等
の揮発性の高い第Ｖ族元素を含む照射対象では、同一波長のレーザー光を一定位置で照射
した場合でも、照射時間をより長期とすれば、より開口径の大きな小孔を形成できる。
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【００４９】
　小孔の垂直断面の２次元的形状は、長方形、台形、或いは三角形の何れであっても、本
発明に係わる素子側面を形成する上で、また、素子を分離する上でも差し支えはない。開
口部が円形であり、垂直断面形状が長方形であることは、小孔が３次元的に円柱の形状で
あることを示している。垂直断面形状が台形である場合は、小孔は切頂型の円錐であるこ
とを示している。また、三角形の垂直断面形状は、小孔が円錐状であることを示している
。
【００５０】
　貫通していない場合の小孔の深さは、レーザー光の光パワーを調整して制御する。パワ
ーの大きなレーザー光を照射する程、深い小孔を形成できる。パワーを一定に保ちつつ、
レーザー光を照射する場合、照射時間を長くすると小孔の深さを増せる。しかし、一つの
小孔を形成するためにレーザーの照射時間を徒に長期間とすると、開口径も広がる不都合
が生ずる場合がある。このため、小孔を形成する際に利用するレーザー光のパワーは、所
望の深さが得られる間に、開口径の徒な拡幅をもたらさない範囲に調節する。
【００５１】
　基板の側面に形成される凹凸を有する領域は、小孔が深い程増える。従って、小孔の深
さが不用意に浅いと凹凸を形成する領域が減少する。一方で、好適な深さの範囲を超えて
深い小孔を形成すると、基板の機械的な衝撃に対する耐力が弱まり、このため、小孔の配
列方向とは異なる方向に自発的に割れてしまう事態を招く。小孔が設けられていない方向
、例えば、壁開方向に沿って自発的に割れると、凹凸を形成させる作用を有する小孔が設
けられていないため、側面は平面状となる。このため、表面積を増大できないため、外部
への発光の取り出し効率を向上させるに至らず、不都合である。
【００５２】
　基板に設ける小孔の深さは、基板の全厚の１／１０以上で３／４以下とするのが適する
。更には、１／５以上で１／２以下とするのが好適である。例えば、全厚を１００μｍと
するサファイア基板にあって、小孔の深さは、２０μｍ以上で５０μｍ以下とするのが好
適である。
【００５３】
　小孔は基板の表面（半導体積層側）および／または背面から設けることができる。表面
に設ける場合は積層された半導体層の最上部より直接小孔を設けることができる。また、
分離帯域の半導体層の一部または全てをエッチング等により除去した後、小孔を設けるこ
ともできる。このエッチング用のレジスト（マスク）は、半導体層の側面が小孔に沿った
凹凸の形状となるものを使用することが好ましい。
【００５４】
　小孔の内部は、構成物が無く空隙となっている。従って、この小孔を設けた直線的領域
に機械的に圧力を及ぼせば、簡易に分離を果たせる利点がある。基板の表面および背面の
両面に小孔を設けておけば、より簡易に素子間の分離を果たせる。例えば、半導体積層構
造体の表面から、一定の間隔で規則的に且つ周期的に窄孔して、基板の表面側に小孔を設
け、その小孔と中心を一致させて、基板の背面側から小孔をやはり表面側と同じ周期で設
ける。この様に、半導体積層構造体の表面側及び基板の背面側の双方向から、小孔を形成
する手法に依れば、小孔を２分割に等分する例えば、機械的な圧力を加えた際に、容易に
個別の発光素子（チップ）へと分割できる。
【００５５】
　基板の表面および背面の双方向から、凹凸を形成するための分離用小孔を設けるに際し
ては、何れの方向から設ける小孔の開口形状および直径も同一とするのが好ましい。また
、上述の小孔の深さに関しては表面および背面の小孔の深さの合計値で判断する。
【００５６】
　また、例えば、基板の表面側からのみ、或いは背面側からのみの一方向から、レーザー
光を照射して小孔を設けることもできる。半導体積層物を貫通し、更に基板にある程度の
深さを有する小孔を設けるには、長期間に亘り、レーザー光を照射させる必要がある。こ
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のため、小孔の開口径が所望より拡幅されてしまい、所望の凹凸形状を形成できない場合
がある。このような場合、分離帯域の半導体積層物の一部または全てをエッチング等によ
り除去しておくことが有効である。
【００５７】
　基板の背面側からのみ小孔を設ける場合も、押し割り不良の発生を防ぐために、分離帯
域の半導体積層物の一部をエッチング等により除去しておくことが有効である。
　また、レーザー光の焦点位置を基板内部に結ばれるように調整することにより、基板内
部に小空隙（または変質部）を形成することができる。このように、基板の表面（背面）
に小孔を形成する替わりに、基板内部に小空隙を形成させてもよい。
【００５８】
　本発明では、直線状に周期的に形成した小孔の概ね中心線に沿って、個別の発光素子へ
分離する。例えば、円形に開口した円柱状の小孔を２分割する様に、小孔を概ね中央で縦
割りして分割する。そうすれば、素子間分離が果たされると同時に、半円柱状の割り込み
を備えた側面を具備した発光素子がもたらせる。近接して設けられた、開口部を円形或い
は楕円形とする小孔を２分割する様に裁断すると、平面形状で波浪型（波型）にうねった
、鉛直断面に周期的な凹凸を備えた断面がもたらされる。小孔の間隔が平面形状波浪型の
波頭部の間隔となる。小孔の直径を小さくして、小孔をたくさん設ければ設ける程、波頭
部の間隔は短くなり、従って、或る決まった長さの断面に、その表面積を大とするより多
くのうねりを設けられる。
【００５９】
　開口部を真円形とする真円柱からなる小孔を２分割して、平面形状半円形の波浪型の「
うねり」を形成することにより、長さＬの平面の側面に対して、最大π×Ｌ／２倍（π＝
円周率）の大きさの表面積の素子側面を形成できる。素子の周囲に設ける「うねり」を有
する側面が多ければ、その側面の数に応じて発光の外部取り出し効率は向上する。素子の
側面となす予定の全ての領域、例えば、平面形状正方形のＬＥＤの４方の周囲に形成して
おけば、表面積を大とする波浪型の「うねり」を有する４つの側面で囲まれた化合物半導
体発光素子を構成できる。素子の周囲の全てを、「うねり」を設けて表面積を大きくした
側面とすることで、特に、外部への発光の取り出し効率が増した化合物半導体発光素子を
構成できる。
【００６０】
　また、小孔を設けた後、幅が小孔の直径よりも小さく、深さが小孔の深さよりも浅い従
来のスクライブラインを小孔の中心線に沿って設けてもよい。そうすることによって、個
々の発光素子に押し割る際の不良率が改良される。この従来のスクライブラインはダイヤ
モンド針、ダイシングおよびレーザー等により設けることができる。
【００６１】
　本発明の化合物半導体発光素子は慣用の手段によりリード線を設け、蛍光体を有するカ
バーを設けることにより、ランプとすることができる。ランプは信号機等の光源として使
用できる。
【実施例】
【００６２】
　以下に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例にのみ
限定されるものではない。
【００６３】
（実施例１）
　窒化ガリウム系化合物半導体からなる青色発光素子を以下のとおり作製した。
　サファイア基板ウェハー上にＡｌＮからなるバッファ層を介してアンドープＧａＮから
なる厚さ２μｍの下地層、Ｓｉドープ（濃度１×１０19／ｃｍ3）ＧａＮからなる厚さ２
μｍのｎコンタクト層、Ｓｉドープ（濃度１×１０18／ｃｍ3）Ｉｎ0.1Ｇａ0.9Ｎからな
るｎクラッド層、ＧａＮからなる厚さ１６ｎｍの障壁層とＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎからなる厚さ
２．５ｎｍの井戸層を交互に５回積層させた後最後に障壁層を設けた多重量子井戸構造の
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発光層、Ｍｇドープ（濃度１×１０20／ｃｍ3）Ａｌ0.07Ｇａ0.93Ｎからなる厚さ２．５
ｎｍのｐクラッド層およびＭｇドープ（濃度８×１０19／ｃｍ3）ＧａＮからなる厚さ０
．１５μｍのｐコンタクト層を順次積層して化合物半導体積層物とした。
【００６４】
　この化合物半導体積層物のｐコンタクト層上の所定の位置に公知のフォトリソグラフィ
ー技術およびリフトオフ技術を用いて、ｐコンタクト層側から順にＰｔ、ＲｈおよびＡｕ
を積層した構造を持つ反射性の正極を形成した。
【００６５】
　次に、図１に示したようなピッチが３５０μｍ、幅が２0μmの分離帯域を公知のフォト
リソグラフィー技術および反応性イオンエッチング技術により深さが１μｍになるように
エッチングした。同時に、図１に示したように、分離帯域に臨む位置で、半円状にエッチ
ングし、ｎコンタクト層を露出させ、負極形成面（１０）としている。続いて、この負極
形成面にＴｉ／Ａｕ２層構造の負極を当業者周知の方法で形成した。
【００６６】
　以上のようにして得られた半導体ウェハーのサファイア基板背面側をラッピングおよび
ポリッシングすることで、厚さが８０μmとなるように薄板化した。また、ポリッシング
では基板背面を鏡面均一とし、容易にサファイア基板背面から前記分離帯域を確認できる
ようにした。
【００６７】
　次に、パルスレーザー加工機のテーブル上に得られた半導体ウェハーを貼りつけ、真空
チャックで固定した。テーブルはＸ軸（左右）、Ｙ軸（前後）方向に移動することができ
、θ軸を回転軸として回転可能な構造となっている。固定後、サファイア基板背面側から
レーザーを照射し、分離帯域の中心線に対応して、直径１０μｍ、深さ２０μｍの断面円
形の小孔を２５μｍ間隔で形成した。レーザー光は波長が３５５ｎｍで、焦点はスポット
径が８μφになるように絞った。焦点位置はサファイア基板面よりも上方に離して、小孔
の直径が１０μｍになるようにした。
【００６８】
　小孔形成後、真空チャックを解放し、ウェハーをテーブルから剥ぎ取り、基板表面側か
ら押し割って分離することにより、５２ｍｍφのウェハーから３５０μｍ角のチップを多
数得た。また、分割後、素子側面を観察すると、素子側面の基板部は２５μｍ間隔で深さ
約５μｍ幅約１０μｍの凹部を有する凹凸面であった。
　ベアチップマウントした状態の積分球測定において、この発光素子は電流２０ｍＡで１
０ｍＷの発光出力を示した。
【００６９】
（比較例１）
　サファイア基板背面に分離帯域に対応してレーザー照射により小孔を形成する替わりに
、幅が１０μｍ、深さが２０μｍの従来の裁断ラインをレーザー照射により形成したこと
を除いて、実施例１と同様に発光素子を作製した。得られた発光素子の側面は、レーザー
照射部分には微小な凹凸が形成されていたが、側面全体では非常に平坦であった。
　この発光素子は電流２０ｍＡで９．５ｍＷの発光出力を示し、実施例１に比較して約５
％低かった。
【００７０】
（実施例２）
　本実施例では、基板の背面側に小孔を形成する替わりに、基板表面側のエッチングされ
た分離帯域上に小孔を形成したことを除いて、実施例１と同様に発光素子を作製した。但
し、レーザーで小孔を形成する前にレジスト保護膜を半導体表面に塗布し、小孔形成後を
保護膜上のデブリと共に保護膜を洗浄で除去した。
【００７１】
　得られた発光素子の側面は、半導体部も含めて２５μｍ間隔で深さ約５μｍ幅約１０μ
ｍの凹部を有する凹凸面であった。
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　この発光素子は電流２０ｍＡで１０．２ｍＷの発光出力を示した。
【００７２】
（比較例２）
　基板表面側から形成する小孔の深さを約３．５μｍとし、基板背面側に比較例１と同様
の裁断ラインを設けたことを除いて、実施例２と同様に発光素子を作製した。
　得られた発光素子の側面には、半導体層のみに凹凸が形成されていた。この発光素子は
電流２０ｍＡで９．７ｍＷの発光出力を示し、実施例２に比較して約５％低かった。
【００７３】
（実施例３）
　本実施例では、基板表面側から小孔を形成するまでは実施例２と全く同様の操作で行な
い、その後、その小孔に対応する位置に基板背面にも小孔を形成した。但し、小孔の深さ
は、表面側が１０μｍであり、背面側が１５μｍであった。
【００７４】
　得られた発光素子の側面は、実施例２と同様に半導体部も含めて２５μｍ間隔で深さ約
５μｍ幅約１０μｍの凹部を有する凹凸面であった。
　この発光素子は電流２０ｍＡで１０．２ｍＷの発光出力を示した。
【００７５】
（実施例４）
　本実施例では、基板背面に小孔を形成するまでは実施例１と全く同様の操作で行ない、
その後、その小孔を半円状に２分割するように、ダイヤモンド針で従来のスクライブライ
ンを幅２μｍおよび深さ１０μｍで形成した。スクライブラインを形成後、基板表面側か
ら押し割って分離することにより、５ｃｍφのウェハーから３５０μｍ角のチップを多数
得た。不良率は実施例１よりも改良された。
【００７６】
　得られた発光素子の側面の基板部は実施例１と同様に２５μｍ間隔で深さ約５μｍ幅約
１０μｍの凹部を有する凹凸面であった。
　この発光素子は電流２０ｍＡで１０ｍＷの発光出力を示した。
【００７７】
（実施例５）
　本実施例では、レーザー光の焦点位置を基板背面から２０μｍ内部に設定して、スポッ
ト径を１μｍとし、５μｍ間隔でレーザー光を照射したことを除いて、実施例1と同様に
発光素子を作製した。
【００７８】
　分割後の発光素子を観察したところ、素子側面にはレーザー光の焦点位置付近に辺方向
の凹凸が形成されていた。また、この発光素子の電流２０ｍＡでの発光出力は９．８ｍＷ
であった。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明の化合物半導体発光素子は、発光の外部取り出し効率が極めて高く、ＬＥＤおよ
びそれを用いたランプとして産業上の利用価値は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の化合物半導体発光素子を製造するためのウェハーの平面を示す模式図で
ある。
【図２】本発明の化合物半導体発光素子の平面図を示す模式図である。
【図３】図２の上辺部の部分拡大図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　　発光素子
　２　　分離帯域
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　３　　小孔
　４　　分離帯域中心線
　５　　凹部
　１０　　負極形成面

【図１】 【図２】

【図３】
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